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天王寺動物園 

 



再整理すべきポイント 

公費負担率50％の考え方について 

『市政改革プラン2.0（平成28年8月策定）』において、天王寺動物園は受益者負担率50％を目指すべき施設とされている。 

これは、市民利用施設の受益と負担の状況を把握し、適正な使用料（料金）の算定を行うための基準とされており、使用料算定は次
のイメージ図のとおり行われるのが望ましいとされている。 

施設の維持管理に要するすべての経費 
※間接経費や利息等を除く 

原価（経常的な施設運営コスト） 
原価の対象外とする経費 
※土地取得、臨時的経費等 

受益者による負担分 

（使用料により賄うべき分） 

施設の性質による 

公費負担分 
減
免 

【目標設定における留意点】 
 「政策減免等」の取扱いについて 

 「原価（経常的な施設運営コスト）」算出について 

原則は減価償却費を算入すべきであるが、当面の目標としては減価償却費を算入しないコストをベースに、他都市の使用料水準
等も考慮して検討する。 

市政改革プランでは、所定の使用料を政策的に減免している分についても徴収したものとみなすことができるとしている。 
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天王寺動物園における適正な公費（⇔受益者）負担率の算出にあたって、第３回懇談会資料において、政策減免
額が大きいことからキャッシュベースでの算出が最も厳しい設定であることが判明した。 

また、他園比較においても政策減免や減価償却を含めて算出している事例が少ないことから、キャッシュベースにおいて
公費負担率50％をクリアできるかどうかを、経営合理化の基準とする。 
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【参考】公費負担率の推移（キャッシュベース） 
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公費負担率の推移(キャッシュベース) 

公費負担率（値上げあり） 

公費負担率（値上げなし） 

H31.10～ 

100円値上げ 

H34.4～ 

100円値上げ 

シミュレーション上、入園者数の増と比例して管理コスト（光
熱水費を除く）が増加するものとした結果、入園者数の増減
による公費負担率の改善効果は表れにくく、値上げによる増
収効果が顕著に反映されることとなった。 

ユーカリ費削減 



【参考】公費負担率の推移（キャッシュベース＋必要経費込） 
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公費負担率の推移(キャッシュベース＋必要経費込) 

公費負担率（値上げあり） 

公費負担率（値上げなし） 

H31.10～ 

100円値上げ 

H34.4～ 

100円値上げ 必要経費分だけ公費負担率は悪化する。 

一方で、本試算には広告宣伝費や行催事費を強化
することによる収入増効果を含んでいないため、効果
の発現如何によっては、改善する可能性もある。 


